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健発第０７１４００７号

食安発第０７１４００１号

平成１５年７月１４日

各 検 疫 所 長 殿

厚生労働省健康局長

（公 印 省 略）

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

（公 印 省 略）

重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類と

して指定する等の政令及び関係省令の施行について

（施行通知）

重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令（平

成１５年政令第３０５号）は、平成１５年７月４日に公布され、同年７月１４日から施行

されたところである。また、重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類と

して指定する等の政令の施行に伴う検疫法施行規則の準用に関する省令（平成１５年厚生

労働省令第１２１号）が同年７月１４日に公布され、同日から施行されたところである。

今般、この政省令の主な内容について以下のとおり通知するので、十分に了知願いたい。

記

１ 重症急性呼吸器症候群（病原体がＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。以下

「ＳＡＲＳ」という ）を検疫法（以下「法」という ）第三十四条の感染症の種類とし。 。

て指定し、法第２章及び第４章（法第三十四条から第四十条までを除く ）の規定を準。

用することとしたこと。

（留意事項）

ＳＡＲＳについて準用する法の規定は以下のとおりとする。

第２章 検疫

ア 第４条 （入港等の禁止）

イ 第５条 （交通等の制限）

ウ 第６条 （検疫前の通報）
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エ 第８条 （検疫区域）

オ 第９条 （検疫信号）

カ 第１０条 （検疫の開始）

キ 第１１条 （書類の提出及び呈示）

ク 第１２条 （質問）

ケ 第１３条 （診察及び検査）

コ 第１４条 （汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置）

サ 第１５条 （隔離）

シ 第１６条 （停留）

ス 第１６条の２（審査請求の特例）

セ 第１７条 （検疫済証の交付）

ソ 第１８条 （仮検疫済証の交付）

タ 第１９条 （仮検疫済証の失効）

チ 第２０条 （証明書の交付）

ツ 第２１条 （検疫港以外の港における検疫）

テ 第２２条 （第４条第２号に該当する船舶に関する特例）

ト 第２３条 （緊急避難）

第４章 雑則

ア 第２８条 （検疫官）

イ 第２９条 （立入権）

ウ 第３０条 （権限の解釈）

エ 第３１条 （制服の着用及び証票の携帯）

オ 第３２条 （実費の徴収）

カ 第３３条 （費用の支弁及び負担）

キ 第３３条の２（再審査請求）

ク 第４１条 （省令委任）

２ 法第１６条第２項において規定する停留の期間は、ＳＡＲＳについては２４０時間と

すること。これに従い、法第１８条により交付する仮検疫済証に付する期間を２４０

時間とすること。

３ 法第２１条第１項第１号に規定するＳＡＲＳが現に流行し、又は流行するおそれのあ

る地域は、複数のＳＡＲＳの患者が同時期に発生した地域とすること。


